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(57)【要約】
【課題】、リモコンでの電力消費が少なく、リモコン部
品の劣化が少ない給湯システムを提供する。
【解決手段】所定条件下で省電力モードに移行する制御
構成を備えた複数のリモコン４～７を有する給湯システ
ムにおいて、給湯装置１に燃焼運転の目的を判別する燃
焼目的判定手段１ｂを備えさせ、給湯装置１において燃
焼運転が開始されると、該給湯装置１の制御部１ａが上
記燃焼目的判定手段１ｂで判定された燃焼運転の目的に
応じて、予め設定された特定のリモコンの省電力モード
を解除させる。これにより、給湯装置１の状態表示が不
要なリモコンの省電力モードを維持し、リモコンでの電
力消費を抑制するとともに、リモコン部品の劣化を防止
する。
【選択図】　図１



(2) JP 2010-32176 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定条件下で省電力モードに移行する制御構成を備えたリモコンを有する給湯システム
において、
　給湯装置に燃焼運転の目的を判別する燃焼目的判定手段を備えさせ、
　給湯装置において燃焼運転が開始されると、該給湯装置の制御部が前記燃焼目的判定手
段で判定された燃焼運転の目的に応じて、予め設定された特定のリモコンの省電力モード
を解除させる制御構成を備えたことを特徴とする給湯システム。
【請求項２】
　前記給湯装置が温水暖房端末を備えており、
　前記給湯装置の燃焼運転が前記温水暖房端末の単独運転を目的としている場合、前記特
定のリモコンの省電力モードの解除に代えて、温水暖房端末本体または温水暖房端末のリ
モコンに給湯装置が燃焼運転中であることを示す燃焼表示を行わせることを特徴とする請
求項１に記載の給湯システム。
【請求項３】
　前記省電力モードの解除は、前記給湯装置の制御部が前記特定のリモコンに対して省電
力モードの解除を指示する省電力モード解除信号を出力することにより行われることを特
徴とする請求項１または２に記載の給湯システム。
【請求項４】
　前記省電力モードを解除するリモコンは、該リモコンの表示部に燃焼運転中であること
を示す燃焼表示のみを表示するように構成されていることを特徴とする請求項１から３の
いずれかに記載の給湯システム。
【請求項５】
　前記給湯装置の制御部は、燃焼運転の目的が予め設定された所定の目的である場合、当
該燃焼運転が終了すると、省電力モードを解除させたリモコンに対して省電力モードへの
復帰を指示する省電力モード突入信号を出力するように構成されていることを特徴とする
請求項１から４のいずれかに記載の給湯システム。
【請求項６】
　前記給湯装置が温水暖房端末として浴室暖房乾燥機を備えており、
　前記給湯装置の制御部は、浴室暖房乾燥機からの暖房運転要求を受け付けると、該浴室
暖房乾燥機との通信により、前記暖房運転要求が浴室乾燥目的または浴室暖房目的のいず
れの目的によるものかの情報を取得し、この情報により前記燃焼目的判定手段が燃焼運転
の目的を判別することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の給湯システム。
【請求項７】
　前記リモコンが省電力モードにある状態で、前記リモコンにおける機能を実施するため
の入力操作が行われた場合において、前記機能が前記給湯装置の燃焼運転を伴わない機能
である場合は、その機能が終了した時点で前記省電力モードへ復帰させる制御構成を備え
たことを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の給湯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は給湯システムに関し、より詳細には、複数のリモコンを備えた給湯システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の給湯システムのリモコンにはリモコンの運転スイッチがオンモードにあるとき
の省電力モードが備えられており、たとえば、リモコンの運転スイッチがオンされた状態
にあり、給湯装置が燃焼運転を行わない状態（換言すれば、給湯装置から燃焼運転中であ
ることを示す燃焼表示データがリモコンに入力されない状態）で、リモコンの無操作状態
が一定時間（たとえば１０分間）継続するなど、予め設定された所定条件（省電力モード
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への突入条件）が成立すると、リモコンが省電力モードに突入し、該リモコンでの電力消
費が抑制されるように構成されている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　すなわち、省電力モード下においては、リモコンの制御部は、表示部の表示を停止させ
る（表示部が蛍光表示管の場合には当該蛍光表示管を消灯させ、表示部が液晶表示パネル
である場合にはバックライトを消灯させる）など、リモコンでの電力消費が抑制されるよ
うに、予め定められた所定の省電力制御を実行するように構成されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２９５６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、このような省電力モードは、リモコンでスイッチ操作がなされた場合や、給
湯装置が燃焼運転を開始した場合（換言すれば、給湯装置から燃焼表示データがリモコン
に入力された場合）に、自動的に解除されるように構成されていることから、以下の問題
があった。
【０００６】
　すなわち、給湯システムの態様によっては、ユーザがリモコン操作をまったく行ってい
ない場合であっても給湯装置が燃焼運転を開始する場合があるが、従来の給湯システムで
は、このようなリモコン操作と無関係な燃焼運転がなされた場合でもすべてのリモコンに
対して給湯装置から燃焼表示データが送信されるため、各リモコンの省電力モードが一斉
に解除され、リモコンでの電力消費が上昇するという問題があった。
【０００７】
　具体的には、たとえば、給湯システムが給湯・ふろ湯張り・暖房の各機能に使用する温
水を貯湯する貯湯タンクを備えた貯湯式の給湯システムである場合、給湯・ふろ湯張り・
暖房の各機能のいずれもが使用されていない状態（つまり、ユーザがリモコン操作をまっ
たく行っていない場合や給湯栓を開栓していない状態）であっても貯湯タンク内の温水を
保温するために燃焼運転が行われる場合がある。また同様に、給湯栓を開栓したときに直
ちに（少量の捨て水で）給湯設定温度の温水の出湯ができるように配管内の温水を循環加
熱させておく即出湯機能を備えた給湯システムにおいても、ユーザのリモコン操作とは無
関係に配管内の温水の保温を目的とした燃焼運転が行われる場合がある。
【０００８】
　その一方で、たとえば、浴室にユーザが不在のときに上述した貯湯タンクや配管内の温
水の保温だけを目的とした燃焼運転が行われていることを浴室に設置されたリモコン（浴
室リモコン）に表示させても無意味である。つまり、給湯装置の燃焼運転の目的によって
は省電力モードを解除する必要性が乏しい（換言すれば、リモコンで給湯装置の状態を表
示する必要の乏しい）リモコンが存在することから、このようなリモコンの省電力モード
を解除することは無駄な電力消費の原因となっていた。また、同様に、床暖房装置を単独
運転しているときの浴室リモコンや、浴室暖房乾燥機のみを単独運転させているときの台
所リモコンなどについても燃焼表示を行う必要性に乏しく無駄な電力消費の原因となって
いた。
【０００９】
　さらには、リモコンの表示部の表示用電源としてはスイッチング電源が好適に使用され
ているが、リモコンの表示に伴ってリモコン内部の温度が高温になると、スイッチング電
源に使用されている電解コンデンサの電解液が蒸発する原因となって電解コンデンサの寿
命が短くなるなどリモコン部品が劣化する（ひいてはリモコンの寿命が短くなる）という
問題があった。そのため、リモコンの寿命を延ばすためにも表示部での表示が不要な場合
には可能な限り表示を停止させたいという要求があった。
【００１０】
　本発明は、このような問題点や技術上の要請に鑑みてなされたものであって、その目的
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とするところは、リモコンでの電力消費が少なく、リモコン部品の劣化が少ない給湯シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
  上記目的を達成するため、本発明の請求項１に係る給湯システムは、所定条件下で省電
力モードに移行する制御構成を備えたリモコンを有する給湯システムにおいて、給湯装置
に燃焼運転の目的を判別する燃焼目的判定手段を備えさせ、給湯装置において燃焼運転が
開始されると、該給湯装置の制御部が上記燃焼目的判定手段で判定された燃焼運転の目的
に応じて、予め設定された特定のリモコンの省電力モードを解除させる制御構成を備えた
ことを特徴とする。
【００１２】
　すなわち、請求項１の給湯システムによれば、燃焼目的判定手段で判定された燃焼運転
の目的に応じて予め設定された特定のリモコンの省電力モードが解除されるので、燃焼運
転の目的ごとに給湯装置の状態表示が必要なリモコンを予め設定しておくことで、燃焼運
転の目的に応じて表示が必要なリモコンだけを選択して省電力モードが解除されるように
することができる。したがって、この請求項１の発明によれば、燃焼運転の目的によって
省電力モードを解除する必要のないリモコン（つまり、燃焼表示が不要なリモコン）があ
る場合には、このような表示が不要なリモコンを除くリモコンについてのみ省電力モード
が解除されるように設定できるので、ユーザは省電力モードが解除されたリモコンで給湯
装置の状態を確認できる一方、その他のリモコンは省電力モードを維持するので、リモコ
ンでの電力消費を抑制することができる。また、これに付随して、省電力モードが維持さ
れるリモコンについては電解コンデンサ等の部品の劣化を防止することができる。
【００１３】
　また、請求項２に係る給湯システムは、請求項１に記載の給湯システムにおいて、上記
給湯装置が温水暖房端末を備えており、上記給湯装置の燃焼運転が上記温水暖房端末の単
独運転を目的としている場合、上記特定のリモコンの省電力モードの解除に代えて、温水
暖房端末本体または温水暖房端末のリモコンに給湯装置が燃焼運転中であることを示す燃
焼表示を行わせることを特徴とする。
【００１４】
　すなわち、給湯装置の燃焼運転が浴室暖房乾燥機の単独運転や床暖房装置の単独運転を
目的として行われた場合には、該当する温水暖房装置本体またはそのリモコン（浴室暖房
乾燥機の単独運転の場合は浴室暖房乾燥機のリモコン、床暖房装置の単独運転の場合は床
暖房装置のリモコン）についてのみ燃焼表示を行わせ、他の給湯装置のリモコン（たとえ
ば、台所リモコンや浴室リモコンなど）については省電力モードを維持させる。したがっ
て、ユーザは使用中の温水暖房端末本体またはそのリモコンで給湯装置の状態を確認でき
る一方、その他のリモコンについては電力消費を抑制することができる。また、省電力モ
ードが維持されるリモコンについては電解コンデンサ等の部品の劣化を防止することがで
きる。
【００１５】
　また、本発明の請求項３に係る給湯システムは、請求項１または２に記載の給湯システ
ムにおいて、上記省電力モードの解除は、上記給湯装置の制御部が上記特定のリモコンに
対して省電力モードの解除を指示する省電力モード解除信号を出力することにより行われ
ることを特徴とする。
【００１６】
　すなわち、この請求項３に係る給湯システムでは、省電力モードを解除するリモコンに
対する省電力モード解除の指示（省電力モード解除信号）が給湯装置の制御部から出力さ
れるように構成されるので、燃焼運転の目的に応じたリモコンの省電力モードの解除制御
を給湯装置側で集中的に行うことができる。なお、ここで省電力モード解除信号としては
、たとえば、リモコンに表示させるデータ（給湯装置の状態を示すデータ）とは別に省電
力モードの解除を要求する新たな信号を設定することができるほか、リモコンに表示させ
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るデータ自体を省電力モード解除信号として用いるように設定することもできる。つまり
、後者の場合、省電力モードを解除するリモコンに対してのみリモコンに表示させるデー
タが送信されるように構成されるので、リモコン側の制御構成（ソフトウエア）の変更を
伴わずに本発明を適用することができる。
【００１７】
　また、請求項４に係る給湯システムは、請求項１から３のいずれかに記載の給湯システ
ムにおいて、上記省電力モードを解除するリモコンは、該リモコンの表示部に燃焼運転中
であることを示す燃焼表示のみを表示するように構成されていることを特徴とする。
【００１８】
　すなわち、この請求項４に係る給湯システムでは、省電力モードを解除するリモコンに
は燃焼運転中であることを示す燃焼表示のみが表示される。したがって、省電力モードを
解除したときでも当該表示にかかる電力消費を最低限に抑えることができる。なお、この
請求項４に係る発明の実施にあたっては、リモコンの表示部として燃焼表示だけを単独で
表示できる表示デバイス（たとえば発光ダイオード又は蛍光表示管）を用いるのが好まし
い。
【００１９】
　また、請求項５に係る給湯システムは、請求項１から４のいずれかに記載の給湯システ
ムにおいて、上記給湯装置の制御部は、燃焼運転の目的が予め設定された所定の目的であ
る場合、当該燃焼運転が終了すると、省電力モードを解除させたリモコンに対して省電力
モードへの復帰を指示する省電力モード突入信号を出力するように構成されていることを
特徴とする。
【００２０】
　すなわち、請求項５に係る給湯システムでは、予め設定された所定の目的で燃焼運転が
行われた場合、当該燃焼運転が終了したときに、省電力モードを解除させていたリモコン
に対して省電力モードへの復帰を指示する省電力モード突入信号が出力される。つまり、
当該リモコンについては、省電力モードへの突入条件を満たしているか否かにかかわらず
、燃焼運転の終了後直ちに省電力モードに復帰させる。したがって、この請求項５の給湯
システムによれば、たとえば、貯湯タンクの保温のみを目的として燃焼運転を行っていた
ような場合、省電力モードを解除させていた特定のリモコンに対して燃焼運転の終了とと
もに省電力モード突入信号を出力して直ちに省電力モードに移行させることができ、電力
消費の低減化を図ることができる。
【００２１】
　また、請求項６に係る給湯システムは、請求項１から５のいずれかに記載の給湯システ
ムにおいて、上記給湯装置が温水暖房端末として浴室暖房乾燥機を備えており、上記給湯
装置の制御部は、浴室暖房乾燥機からの暖房運転要求を受け付けると、該浴室暖房乾燥機
との通信により、上記暖房運転要求が浴室乾燥目的または浴室暖房目的のいずれの目的に
よるものかの情報を取得し、この情報により上記燃焼目的判定手段が燃焼運転の目的を判
別することを特徴とする。
【００２２】
　すなわち、温水暖房端末として浴室暖房乾燥機を備えた給湯システムにおいて、浴室暖
房乾燥機から給湯装置に対してなされる暖房運転要求（つまり熱媒となる温水の要求）に
は、浴室暖房乾燥機が浴室乾燥・浴室暖房のいずれを目的として運転するかは含まれない
ので、この請求項６に係る給湯システムでは、浴室暖房乾燥機からの暖房運転要求を受け
付けると、給湯装置の制御部が浴室暖房乾燥機との通信により、暖房運転要求が浴室乾燥
目的でなされているのか、それとも浴室暖房目的でなされているのかについての情報を浴
室暖房乾燥機から取得するように構成されている。これにより、燃焼目的判定手段は、暖
房運転要求（つまり、燃焼運転）の目的を詳細に把握できるようになり、省電力モードの
解除制御や突入制御をよりきめ細かく実施することが可能になる。
【００２３】
　また、請求項７に係る給湯システムは、請求項１ないし６のいずれかに記載の給湯シス
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テムにおいて、上記リモコンが省電力モードにある状態で、上記リモコンにおける機能を
実施するための入力操作が行われた場合において、上記機能が上記給湯装置の燃焼運転を
伴わない機能である場合は、その機能が終了した時点で上記省電力モードへ復帰させる制
御構成を備えたことを特徴とする。
【００２４】
　すなわち、この請求項７に係る給湯システムでは、リモコンが省電力モードにある状態
で、給湯装置の燃焼運転を伴わない機能（具体的には、インターホン通話機能、時計の時
刻合わせ機能、ふろ運転等の運転予約機能、給湯温度やふろ温度の設定機能およびメンテ
ナンス用のモニタ表示機能のうちの少なくともいずれか１つ）に関してリモコン操作が行
われた場合、操作がなされた機能が終了した時点でリモコンを省電力モードへ復帰させる
。したがって、この請求項７に係る給湯システムでは、当該機能の終了後直ちに省電力モ
ードに復帰するので、リモコンでの電力消費を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、給湯装置が燃焼運転を行った際にすべてのリモコンの省電力モードが
一律に解除されるのではなく、燃焼運転の目的に応じて予め設定された特定のリモコンに
ついてのみ省電力モードが解除されるので、給湯装置の状態表示が必要のないリモコンに
ついては省電力モードを維持することができ、リモコンで消費される電力が増加するのを
防止できる。また、省電力モードが維持されるリモコンについてはリモコンの表示部の表
示を停止させることなどにより、部品の劣化が進むのを抑制することができる。
【００２６】
　また、本発明は、給湯装置が温水暖房端末を備えており、給湯装置の燃焼運転が温水暖
房端末の単独運転を目的としている場合には、特定のリモコンの省電力モードの解除に代
えて、温水暖房端末本体または温水暖房端末のリモコンに給湯装置が燃焼運転中であるこ
とを示す燃焼表示を行わせるように構成することで、他の給湯装置のリモコンについては
省電力モードを維持させることができ、リモコンで消費される電力が増加するのを防止で
きる。また、省電力モードが維持されるリモコンについてはリモコンの表示部の表示を停
止させることなどにより、部品の劣化が進むのを抑制することができる。
【００２７】
　また、本発明は、各リモコンにおける省電力モードの解除を給湯装置の制御部から出力
される省電力モード解除信号によって行わせるように構成することで、各リモコンの省電
力モードの解除制御を給湯装置側で集中的に行うことができる。特に上記省電力モード解
除信号としてリモコンに表示させるデータ自体を用いることで、既存のリモコンの制御構
成を変更することなく本発明を適用することができる。
【００２８】
　さらに、本発明は、省電力モードが解除されたリモコンが給湯装置の燃焼表示のみを表
示するように構成しておくことで、省電力モードを解除したときの電力消費を可及的に少
なくすることができる。特に、表示部として燃焼表示だけを単独で表示できる表示デバイ
スを使用することでその電力消費の抑制効果を高めることができる。
【００２９】
　また、本発明は、予め設定された所定の目的の燃焼運転が終了した場合には、給湯装置
の制御部が省電力モードを解除させていたリモコンに対して省電力モード突入信号を出力
するように構成することで、燃焼運転の終了後直ちに当該リモコンを省電力モードに復帰
させることができ、電力消費の低減化を図ることができる。
【００３０】
　また、本発明は、給湯装置の制御部に浴室暖房乾燥機からの暖房運転要求があったとき
に、当該制御部が暖房運転要求の目的（浴室乾燥目的・浴室暖房目的）についての情報を
浴室暖房乾燥機から取得するように構成しておくことで、燃焼目的判定手段による燃焼運
転の目的の判別をより詳細に行うことができるようになる。その結果、省電力モードを解
除するリモコンや省電力モードに突入させるリモコンの選定を詳細に行うことが可能にな
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り、電力消費の低減化をより一層確実に実現することが可能になる。
【００３１】
　また、本発明は、リモコンが省電力モードにある状態で当該リモコンにおける機能を実
施するための入力操作が行われた場合に、当該操作がなされた機能が給湯装置の燃焼運転
を伴わない機能である場合には、その機能の終了時にリモコンを省電力モードに復帰させ
るように構成することにより、燃焼運転を伴わない機能の終了直後からリモコンを省電力
モードに復帰させることができるので、リモコンでの電力消費を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
実施形態１
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明に係る給湯システムの概略構成の一例を示すシステム構成図である。こ
の図１に示す給湯システムは、熱源機となる給湯装置１が給湯・ふろ湯張り機能に加えて
温水暖房機能を備えた給湯暖房システムであって、該給湯装置１の温水暖房端末として浴
室暖房乾燥機２と床暖房装置３とが備えられており、これら各機能の操作用リモコンとし
て複数のリモコン４～７が備えられている。
【００３３】
　具体的には、４は給湯・湯張り機能に関して台所に設置される台所リモコン、５は同じ
く給湯・湯張り機能に関して浴室に設置される浴室リモコン、６は浴室暖房乾燥機のリモ
コン、７は床暖房装置のリモコンを示している。
【００３４】
　なお、このような給湯暖房システムの基本構成は公知であるので、かかる基本構成につ
いての詳細な説明は省略し、以下では本発明に関連する部分を中心に説明する。
【００３５】
　給湯装置１は、上述したとおり、給湯・ふろ湯張り・暖房の各機能を備えた給湯暖房熱
源機であって、該給湯装置各部の制御手段として制御部１ａを備えている。この制御部１
ａは制御中枢としてマイコンを備えて構成されるとともに、図示しない通信手段を介して
温水暖房端末やリモコン等と通信接続されている。
【００３６】
　具体的には、上記制御部１ａには、二芯通信線８を介して台所リモコン４及び浴室リモ
コン５が接続されるとともに、３線式の双方向通信用の通信線９を介して浴室暖房乾燥機
の制御部２ａと床暖房装置のリモコン７とが接続されている。
【００３７】
　より詳細には、台所リモコン４及び浴室リモコン５は、上記二芯通信線８を介して給湯
装置１の制御部１ａと電源重畳通信を行うように構成されており、給湯装置１から電源供
給を受けながら制御部１ａと通信するように構成されている。すなわち、台所リモコン４
や浴室リモコン５で運転スイッチや給湯設定温度の温調スイッチ等が操作されるとその操
作に応じた制御信号が給湯装置１の制御部１ａに送信されるとともに、給湯装置１の制御
部１ａから給湯装置の状態を示すデータ（たとえば、燃焼運転中であることを示す燃焼表
示データ等）を受信するように構成されている。
【００３８】
　一方、浴室暖房乾燥機２は、浴室暖房運転と浴室乾燥運転（浴室の暖房と換気を同時に
行う運転）の２態様の運転が可能な温水暖房端末であって、その制御手段として制御部２
ａを備えている。そして、この制御部２ａと給湯装置１の制御部１ａとが双方向通信用の
通信線９により通信接続されている。ここで、浴室暖房乾燥機２の制御部２ａは、制御中
枢としてマイコンを備えており、この制御部２ａにはさらに浴室暖房乾燥機のリモコン６
が接続されている。
【００３９】
　この浴室暖房乾燥機のリモコン６は、浴室に隣接する脱衣所の壁面などに設けられるリ
モコンであって、浴室暖房乾燥機２に対して浴室暖房運転または浴室乾燥運転のいずれの
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運転を行わせるかや暖房温度の設定等の操作ができるように構成されている。そして、た
とえば、この浴室暖房乾燥機のリモコン６において浴室乾燥運転が選択操作された場合、
その旨が浴室暖房乾燥機２の制御部２ａに与えられ、該制御部２ａから給湯装置１の制御
部１ａに対して暖房運転を要求する制御信号（暖房運転要求）が送信され、この暖房運転
要求に応じて、給湯装置１の制御部１ａが浴室暖房乾燥機２に対して所定の温水を供給す
る制御を実行するように構成されている。なお、この浴室暖房乾燥機のリモコン６は、浴
室暖房乾燥機２の制御部２ａを介して給湯装置１の状態に関するデータを取得して、給湯
装置１の状態を表示部に表示するように構成されている。
【００４０】
　これに対し、床暖房装置３は、該床暖房装置のリモコン７が給湯装置１の制御部１ａと
通信接続されている。この床暖房装置のリモコン７は、床暖房パネル３ａが配される居間
などの壁面に設けられるリモコンであって、床暖房パネル３ａが複数ある場合にはどのパ
ネルで暖房するかや暖房温度の設定等の操作ができるように構成されている。そして、た
とえば、この床暖房装置のリモコン７で暖房運転開始の操作がなされた場合、暖房運転要
求が給湯装置１の制御部１ａに送信され、この暖房運転要求に応じて、給湯装置１の制御
部が床暖房パネル３ａに連通する熱動弁（図示せず）を開くなど、床暖房パネル３ａに温
水を供給する制御を実行するように構成されている。なお、この床暖房装置のリモコン７
は、通信線９を介して給湯装置１の制御部１ａから直接給湯装置１の状態に関するデータ
を取得して、給湯装置１の状態を表示部に表示するように構成されている。また、本実施
形態では、このリモコン７と給湯装置の制御部１ａとが双方向通信により通信接続された
場合を示したが、台所リモコン４や浴室リモコン５と同様に二芯通信線で通信接続するこ
とも可能である。
【００４１】
　なお、上記制御部１ａのマイコンには、図示しない記憶手段（メモリ）が備えられてお
り、この記憶手段に後述する各リモコン４～７に対する省電力モードの解除制御等に必要
なデータが記憶されている（詳細は後述する）。
【００４２】
　図２は、このような給湯システムにおける上記各リモコン４～７の概略構成を示すブロ
ック図である。この図２に示すように、各リモコン４～７は、いずれも各種操作スイッチ
を備えた操作部１１と、蛍光表示管や液晶表示パネルなどの表示デバイスを備えた表示部
１２と、操作部１１の操作信号の受け付けや表示部１２の表示制御などリモコン各部の制
御を行う制御部１３と、電源重畳通信や双方向通信を行うための通信インターフェース１
４とを主要部として備えている。
【００４３】
　そして、これら各リモコン４～７のうち、台所リモコン４および浴室リモコン５は、そ
の制御部１３が省電力モードを備えており、これらリモコン４，５において予め設定され
た所定条件（省電力モードへの突入条件）を満たしたときに、各リモコン４，５の制御部
１３は所定の省電力制御を実行するように構成されている。この所定条件は適宜設定可能
であるが、たとえば、給湯装置１が燃焼運転を行わない状態（換言すれば、給湯装置１か
ら燃焼表示データがリモコンに入力されない状態）で、リモコンの無操作状態が一定時間
（たとえば１０分間）継続したこと等が条件とされる。そして、上記各リモコン４，５の
制御部１３は、この条件を満たすか否かをそれぞれ判断し、この条件を満たしたと判定し
た場合にはそれぞれの制御部１２が独自に省電力モードに突入するように設定されている
。
【００４４】
　そして、このような省電力モード下において行われる省電力制御としては、たとえば、
各リモコンの制御部１３が、表示部１２の表示を停止させる（表示部１２が蛍光表示管や
発光ダイオード等のように発光表示を行う表示デバイスである場合には当該表示デバイス
を消灯させ、表示部１２が液晶表示パネルのように表示自体は発光せずバックライトによ
り表示する場合には当該バックライトを消灯させる）など、リモコンでの電力消費が少な
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くなるように、予め定められた所定の制御を実行する。
【００４５】
　なお、この省電力モードに突入した状態で、操作部１１の操作がなされたり、あるいは
給湯装置１の所定の状態を示すデータを受信した場合には、当該リモコンの制御部１３は
省電力モードを解除して、通常の状態に復帰（すなわち、省電力制御を停止して表示部１
２の表示等を通常の状態に復帰）させる。
【００４６】
　本発明は、このような省電力モードを備えたリモコン４，５を有する給湯システムにお
いて、給湯装置１の制御部１ａが、各リモコン４～７に対して以下のような省電力モード
の解除制御などを実行するようにしている。なお、図３は省電力モードの解除制御の一例
を示すフローチャートである。
【００４７】
　すなわち、本発明では、給湯装置１の制御部１ａに、給湯装置１の燃焼運転の目的を判
別する燃焼目的判定手段１ｂが設けられ、給湯装置１が燃焼運転を開始すると、給湯装置
１の制御部１ａが上記燃焼目的判定手段１ｂで判定された燃焼運転の目的に応じて、予め
設定された特定のリモコンの省電力モードを解除させるように構成されている。
【００４８】
　具体的には、この燃焼目的判定手段１ｂは、制御部１ａのマイコンのプログラムによっ
て機能的に実現される手段であって、制御部１ａにおいて実行中の制御の内容や上記各リ
モコン４～７等との通信により、燃焼運転の目的を判定する。
【００４９】
　たとえば、台所リモコン４や浴室リモコン５の操作に基づいて給湯装置１が燃焼運転を
行う場合には、台所リモコン４や浴室リモコン５との通信により、燃焼運転が給湯機能に
関する操作（たとえば、運転スイッチのオン操作後の最低作動流量以上の流量）によるも
のか、ふろ湯張り機能に関する操作（ふろ湯張りスイッチの操作）によるものかを判別す
る。つまり、台所リモコン４や浴室リモコン５から与えられる制御信号に基づいて燃焼運
転の目的を判別する。
【００５０】
　また、浴室暖房乾燥機２からの暖房要求に基づいて燃焼運転を行う場合には、当該暖房
運転要求を受け付けた制御部１ａは浴室暖房乾燥機２の制御部２ａとの通信により、当該
暖房運転要求が浴室乾燥運転（浴室乾燥目的）に基づくものであるのか、あるいは浴室暖
房運転（浴室暖房目的）に基づくものであるのかの情報を制御部２ａから取得し、この情
報に基づいて燃焼運転の目的を判別する。つまり、浴室暖房乾燥機２の制御部２ａは浴室
暖房乾燥機のリモコン６において浴室乾燥運転または浴室暖房運転のいずれのスイッチ操
作がなされたかを認識しているので、給湯装置１の制御部１ａはその情報を取得して上記
燃焼目的判定手段１ｂによって燃焼目的を判定する。
【００５１】
　また、床暖房装置のリモコン７からの暖房要求に基づいて燃焼運転を行う場合には、当
該リモコン７との通信により、燃焼運転が床暖房によるものと判定する。
【００５２】
　さらに、上記燃焼目的判定手段１ｂは、制御部１ａにおいて実行中の制御の内容に基づ
いても給湯装置１の燃焼目的を判定する。たとえば、給湯システムが貯湯式のシステムで
ある場合、給湯・ふろ湯張り・暖房の各機能のいずれもが使用されていない状態（つまり
、ユーザがリモコン操作をまったく行っていない場合）であっても貯湯タンク内の温水を
保温するために燃焼運転が行われることがあるが、このような貯湯タンクの保温目的のみ
で行われる燃焼運転は給湯装置１の制御部１ａ自身の制御によって実行されるから、かか
る場合は貯湯タンクの保温目的の燃焼運転と判定する。また同様に、即出湯機能を備えた
給湯システムにおいて、ユーザのリモコン操作とは無関係（ただし、予め即出湯機能がリ
モコン操作によって要求されている）に行われる配管内の温水の保温目的で行われる燃焼
運転についても、かかる燃焼運転は給湯装置１の制御部１ａ自身の制御によって実行され
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るものであるから、この場合は配管内の保温目的の燃焼運転と判定する。
【００５３】
　このように、給湯装置１の制御部１ａは、まず、該給湯装置１が燃焼運転を開始したか
否かを判断し（図３ステップＳ１参照）、該給湯装置１が燃焼運転を開始すると、制御部
１ａにおいて実行中の制御の内容や上記各リモコン４～７等との通信に基づいて、燃焼運
転の目的を判定する（図３ステップＳ２参照）。
【００５４】
　そして、燃焼運転の目的が判別されると、次に制御部１ａは、この燃焼運転の目的に応
じて、予め設定された特定のリモコンの省電力モードを解除する。
【００５５】
　具体的には、制御部１ａのマイコンの記憶手段には、燃焼運転の目的と省電力モードを
解除するリモコンとを対応させるデータが予め記憶させられており、制御部１ａはこのデ
ータに基づいて省電力モードを解除するリモコンを特定して、当該リモコンに対して省電
力モードの解除を指示する省電力モード解除信号を出力するように構成されている（図３
ステップＳ３参照）。
【００５６】
　ここで、燃焼運転の目的と省電力モードを解除させるリモコンをどのように対応させる
かは適宜設定可能であるが、この設定は、燃焼運転の目的とリモコンが設置される場所と
の関係に応じて設定される。たとえば、上述した貯湯タンク内の温水の保温だけを目的と
して行われる燃焼運転や、即出湯機能における配管内の温水の保温だけを目的として行わ
れる燃焼運転のように、ユーザによるリモコン操作がなくても行われる燃焼運転の場合に
は、比較的ユーザの目にとまり易い場所にあるリモコン（たとえば、台所リモコン４）の
省電力モードが解除されるように設定される。
【００５７】
　ここで、給湯装置１の制御部１ａから出力される上記省電力モード解除信号としては、
リモコンに表示させるデータ（給湯装置の状態を示すデータ）とは別に省電力モードの解
除を要求する新たな信号を設定してリモコンに省電力モードの解除を指令することもでき
るが、本実施形態では、リモコンに表示させるデータ自体（具体的には、燃焼表示のデー
タ）を省電力モード解除信号として用いる。つまり、省電力モードを解除するリモコンに
対してのみリモコンに表示させるデータが送信されるように制御部１ａは構成される。こ
れにより、リモコン側の制御構成（ソフトウエア）を変更することなく本発明を適用する
ことができる。
【００５８】
　なお、このようにして燃焼運転の目的に応じて特定のリモコンにつき省電力モードを解
除した状態で、当該燃焼運転が終了した場合、省電力モードが解除されていたリモコンは
、それ以降に省電力モードに移行する所定条件が満たされると省電力モードに突入する。
【００５９】
　このように、本発明によれば、燃焼運転の目的に応じて給湯装置１の状態表示が必要な
リモコンを予め設定しておくことで、表示が必要なリモコンだけを選択して省電力モード
を解除することができ、表示の必要がない他のリモコンにおいて無駄に電力が消費される
のを抑制することができる。また、これに付随して、省電力モードが維持されるリモコン
については電解コンデンサ等の部品の劣化を防止することができる。
【００６０】
　なお、ここで、上記燃焼運転の目的が温水暖房端末（浴室暖房乾燥機２または床暖房装
置３）の単独運転を目的としている場合、これらのリモコン６，７には省電力モードが備
えられていないので、この場合は、リモコンの省電力モードの解除に代えて、当該温水暖
房端末本体または温水暖房端末のリモコン６，７に給湯装置が燃焼運転中であることを示
す燃焼表示を行わせるように構成される。
【００６１】
　すなわち、たとえば、給湯装置の燃焼運転の目的が浴室暖房乾燥機２の単独運転である
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場合には、浴室暖房乾燥機２の本体に設けられた図示しない表示部（たとえば、発光ダイ
オード等による発光表示部）または浴室暖房乾燥機２のリモコン６に燃焼表示を行わせ、
その他の給湯装置のリモコン（台所リモコン４や浴室リモコン５）については省電力モー
ドを維持させるように構成される。したがって、この場合、ユーザは使用中の温水暖房機
能については温水暖房端末本体またはそのリモコンで給湯装置の状態を確認できる一方、
その他のリモコンについては電力消費を抑制することができる。
【００６２】
実施形態２
　次に本発明の第２の実施形態を説明する。この第２の実施形態は、上述した給湯装置１
による省電力モードの解除制御に加えて、省電力モードへの突入制御を給湯装置１の制御
部１ａにより行うようにしたものである。したがって、制御部１ａの制御構成の変更を除
き、その他の点は実施形態１と同様であるので、構成が共通する部分には同一の符号を付
して説明を省略する。
【００６３】
　本実施形態では、上記燃焼目的判定手段１ｂにより判定される燃焼運転の目的が、予め
設定された所定の目的である場合、当該燃焼運転が終了すると、給湯装置１の制御部１ａ
が、省電力モードを解除させていたリモコンに対して省電力モードへの復帰を指示する省
電力モード突入信号を出力するように構成されている。
【００６４】
　すなわち、たとえば、浴室暖房乾燥機２において浴室乾燥運転が行われた場合、上述し
た実施形態では、給湯装置１の燃焼運転の目的に応じて台所リモコン４の省電力モードが
解除される場合を説明したが、浴室乾燥運転の終了直後に台所でお湯を使用するようなこ
とは通常起こりえない。つまり、この場合、台所リモコン４を直ちに省電力モードに復帰
させても何ら問題がない。もし仮に直ちに台所でお湯を使用するような場合があったとし
てもその場合には給湯栓が開かれ、最低作動流量以上の通水が生じ、燃焼運転が開始され
るので、この操作によって省電力モードは解除される。
【００６５】
　そこで、本実施形態では、このように直ちに省電力モードに復帰させてもよい燃焼運転
について、予めその燃焼運転の目的を上記記憶手段に別途記憶させておき、当該燃焼運転
が終了したときに、終了した燃焼運転が上記記憶手段に記憶された目的と一致するか否か
を制御部１ａが判断し、一致する場合には、省電力モードを解除させていたリモコンに対
して省電力モードへの復帰を指示する省電力モード突入信号を出力するように構成される
。
【００６６】
　そして、この場合、リモコン４，５は、給湯装置１の制御部１ａからの省電力モード突
入信号を受信したときには、予め設定されている省電力モードへの突入条件を満たしてい
るか否かにかかわらず、直ちに省電力モードに復帰するように構成される。
【００６７】
　このように、本実施形態によれば、燃焼運転が終了すると、省電力モードが解除されて
いたリモコンは速やかに省電力モードに復帰するので、当該リモコンにおける電力消費の
低減化さらには部品劣化防止を図ることができる。
【００６８】
　なお、本実施形態において、燃焼運転の目的と省電力モードに復帰させるリモコンをど
のように対応させるかは適宜設定可能であり、その設定にあたっては、燃焼運転の目的と
リモコンの設置場所の関係に応じて設定される。
【００６９】
実施形態３
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。この第３の実施形態は、上述した実
施形態１又は実施形態２に係る給湯装置１による省電力モードの解除制御並びに省電力モ
ードへの突入制御に加えて、さらに他の条件による省電力モードへの突入制御を追加した
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ものである。したがって、制御部１ａの制御構成等の変更を除き、その他の点は実施形態
１及び実施形態２と同様であるので、構成が共通する部分には同一の符号を付して説明を
省略する。
【００７０】
　本実施形態では、上記各リモコン４，５は、いずれも省電力モードにある状態で、当該
リモコンにおける機能を実施するための入力操作が行われた場合において、上記機能が上
記給湯装置１の燃焼運転を伴わない機能である場合は、その機能が終了した時点で上記省
電力モードへ復帰させるように構成されている。
【００７１】
　すなわち、リモコンにおける入力操作（リモコン操作）のなかには、インターホン通話
機能に関する操作や、システムのメンテナンス用のモニタを表示させる操作など、給湯装
置１の燃焼運転を伴わない操作が多く含まれている。そして、このような給湯装置１の燃
焼運転を伴わない操作であっても操作部１１の操作によって当該リモコンは省電力モード
が解除されてしまうので、本実施形態ではかかる操作の終了後は直ちに省電力モードに復
帰するように構成している。
【００７２】
　具体的には、このような給湯装置１の燃焼運転を伴わない操作のうちで操作終了後に直
ちに省電力モードに復帰させる操作（詳細には、インターホン通話機能、時計の時刻合わ
せ機能、ふろ運転等の運転予約機能、給湯温度やふろ温度の設定機能およびメンテナンス
用のモニタ表示機能のうちの少なくともいずれか１つの操作）を、予め各リモコン４，５
の制御部１３に設けた記憶手段（図示せず）又は給湯装置１の制御部１ａの記憶手段に記
憶させておき、当該操作が終了したか否かを各リモコン４，５の制御部１３又は給湯装置
１の制御部１ａで判断させ、操作が終了したと判定された時は直ちに省電力モードへ復帰
するように構成される。なお、各リモコン４，５で省電力モードへの復帰を判断する場合
には、各リモコン４，５における省電力モードへの突入条件を変更し、給湯装置１の制御
部１で判断するように構成する場合には、この場合にも制御部１ａから省電力モード突入
信号が出力されるように構成する。
【００７３】
　このように、本実施形態では、給湯装置１の燃焼運転を伴わないリモコン操作が終了す
ると、当該リモコンは直ちに省電力モードに復帰するので、リモコンでの電力消費を抑制
並びに部品劣化の防止を図ることができる。
【００７４】
　なお、上述した実施形態はあくまでも本発明の好適な実施態様を示すものであって、本
発明はこれらに限定されることなくその範囲内で種々の設計変更が可能である。　
【００７５】
　たとえば、上述した実施形態では、給湯装置１の燃焼運転の目的に応じて特定のリモコ
ンの省電力モードを解除する構成、つまり、当該リモコンを通常の状態に復帰させる場合
を示したが、たとえば、上記省電力モードの解除にあたり、リモコン全体を通常の状態に
復帰させるのではなく、該リモコンの表示部１２に燃焼運転中であることを示す燃焼表示
だけを表示させるように構成することも可能である。なお、この場合、リモコンの表示部
１２としては、燃焼表示だけを単独で表示できる表示デバイス（たとえば発光ダイオード
又は蛍光表示管）を用いるのが好ましい。
【００７６】
　また、上述した実施形態では、燃焼運転の目的と省電力モードを解除するリモコン（ま
たは省電力モードに復帰させるリモコン）とを対応させるデータを予め制御部１ａの記憶
手段に記憶させておく場合を示したが、このデータはリモコンの所定操作等によってユー
ザが任意に設定変更できるように構成しておくことも可能である。
【００７７】
　また、上述した実施形態では、本発明を給湯・ふろ湯張り・暖房の各機能を備えた給湯
システムに適用した場合を示したが、本発明はリモコンが複数備えられた給湯システムで
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能である。
【００７８】
　さらに、上述した実施形態では、給湯・ふろ湯張り機能に関して給湯装置１が備えるリ
モコンとして台所リモコン４と浴室リモコン５の２台を備える場合を示したが、これら以
外にも省電力モードを備えたサブリモコンを設けるように構成することも可能であり、ま
た、上述した実施形態では、浴室乾燥機のリモコン６や床暖房装置のリモコン７は省電力
モードを備えていない場合を示したが、これらについても省電力モードを備えさせ、上述
した省電力モードの解除制御や突入制御の対象とすることも可能である。また、温水暖房
端末として、浴室暖房乾燥機２と床暖房装置３とを例示したが、温水暖房端末はこれらに
限定されるものでないことはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明に係る給湯システムの概略構成の一例を示すシステム構成図である。
【図２】同給湯システムにおける各リモコンの概略構成を示すブロック図である。
【図３】同給湯システムにおける省電力モードの解除制御の一例を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００８０】
１　　　　　　　給湯装置
１ａ　　　　　　給湯装置の制御部
２　　　　　　　浴室暖房乾燥機
２ａ　　　　　　浴室暖房乾燥機の制御部
３　　　　　　　床暖房装置
４　　　　　　　台所リモコン
５　　　　　　　浴室リモコン
６　　　　　　　浴室暖房乾燥機のリモコン
７　　　　　　　床暖房装置のリモコン
１１　　　　　　リモコンの操作部
１２　　　　　　リモコンの表示部
１３　　　　　　リモコンの制御部
１４　　　　　　通信インターフェース
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